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緒
言

令
和
三
年
夏
、
観
峰
館
に
お
い
て
館
蔵
の
何
紹
基
（
一
七
九
九
～
一
八
七

三
）
作
品
二
〇
件
を
展
観
し
た
（
１
）が
、
う
ち
一
件
に
関
し
て
、
準
備
段
階
の
調
査

で
、
作
品
の
諸
情
報
か
ら
制
作
年
の
特
定
が
可
能
と
判
明
し
た
。
何
紹
基
は
多

作
で
あ
り
、
伝
世
作
品
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
制
作
年
の
記
載

が
な
く
、
制
作
時
期
の
特
定
は
、
書
風
な
ど
間
接
的
な
情
報
か
ら
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
実
際
、
出
陳
し
た
二
〇
件
の
う
ち
、
制
作
年
が
明
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
わ
ず
か
に
二
件
で
あ
る
（
２
）。
し
か
し
、
当
該
作
品
に
関
し
て
は
、
上
下
款

の
記
載
内
容
を
精
査
す
れ
ば
、
何
紹
基
と
交
際
の
あ
っ
た
人
物
た
ち
の
動
向
を

通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
で
は
、
当
該
作
品

の
制
作
背
景
を
辿
る
と
と
も
に
、
書
風
や
旧
蔵
者
も
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
。

作
品
情
報

資
料
番
号
：
4
A
─
0
7
2
5

資
料
名
：
楷
書
八
言
対
聯
（
本
論
で
は
《
鳳
誥
対
聯
》
と
称
す
る
）

形
状
：
対
聯

材
質
：
吉
祥
紋
紅
染
蠟
箋

本
紙
法
量
：
各
一
六
五
・
七
×
四
〇
・
二
㎝

釈
文■

題
簽蝯

叟
楷
書
八
言
上　

晩
年
精
品

蝯
叟
楷
書
八
言
下　

瓶
斎
秘
笈

■
本
紙
【
図
１
】

・
上
款

　

恭
祝
誥
封
夫
人
舒
母
羅
太
夫
人
八
秩
栄
慶

・
本
文

　

鳳
誥
頻
膺
高
門
福
禄

　

鳩
扶
卻
御
寿
母
精
神

・
下
款

　

侍
生
何
紹
基
頓
首
拝

・
印
記

　
「
何
紹
基
印
」（
朱
文
方
印
・
貼
印
）【
図
２
】

　
「
子
貞
」（
白
文
方
印
・
貼
印
）【
図
３
】

　
「
茶
陵
譚
光
鑑
蔵
書
画
記
」（
朱
文
）

観
峰
館
蔵 

何
紹
基
《
楷
書
八
言
対
聯
》

瀨
　
川
　
敬
　
也
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第
1
章　

作
品
の
制
作
時
期
と
背
景

本
作
は
、
吉
祥
文
様
が
施
さ
れ
た
紅
染
の
蠟
箋
に
吉
祥
句
が
揮
毫
さ
れ
て
お

り
、
一
見
し
て
慶
事
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
上
款
に
は
「
羅
太
夫

人
」
の
「
八
秩
」
す
な
わ
ち
八
十
歳
を
祝
っ
て
贈
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
、
何
紹
基
の
「
徐
笏
亭
先
生
曁
配
羅
太
夫
人
八
十
双
寿
叙
」（『
東
洲
草

堂
文
鈔
』
巻
一
五
寿
叙
、
以
下
「
八
十
双
寿
叙
」
と
す
る
）
と
題
す
る
一
文
に

【図１】何紹基《鳳誥対聯》

【図2】「何紹基印」（25×25㎜）

【図3】「子貞」（26×25㎜）
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も
「
羅
太
夫
人
」
と
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
は
、
何
紹
基
と
徐
氏
一
族
と
の
交

流
の
一
斑
が
垣
間
見
え
る
。
以
下
、
長
文
で
は
あ
る
が
引
用
す
る
。

徐
笏
亭
先
生
曁
配
羅
太
夫
人
八
十
双
寿
叙

余
昔
応
南
闈
試
、
旅
寓
長
沙
、
草
笠
芒
鞋
、
尋
碑
訪
古
、
殆
無
虚
日
、
劉

廿
丈
語
余
曰
、
吾
党
有
徐
君
者
、
勤
肄
書
、
能
収
蔵
先
賢
墨
蹟
、
子
亦
欲

見
之
乎
、
余
欣
然
偕
往
、
適
遇
雨
、
持
傘
造
門
、
庭
院
蒼
苔
滑
澾
、
不
能

渋
履
歯
、
主
人
粛
客
入
、
煮
茗
快
談
、
洒
掃
潔
清
、
詞
気
詳
雅
、
蓋
即
我

笏
亭
先
生
也
、
既
出
帖
画
数
事
、
共
賞
析
、
令
幼
子
出
見
、
年
十
五
六
、

恂
恂
侍
立
、
已
作
擘
窠
書
、
荘
重
開
拓
、
落
筆
不
凡
、
藉
知
其
門
風
之
善
、

庭
誥
之
粛
、
心
愛
敬
之
、
逮
歳
甲
午
、
哲
嗣
雲
渠
以
優
行
貢
成
均
、
吾
弟

子
敬
挙
郷
試
、
為
同
年
、
乙
未
、
先
生
女
夫
張
雨
農
捷
礼
闈
、
雲
渠
考
取

官
学
教
習
、
皆
出
先
文
安
公
門
下
、
雲
渠
旋
雋
秋
試
、
又
与
余
為
同
年
、

同
官
京
師
、
朝
夕
諧
際
、
益
習
聞
先
生
禔
躬
督
家
、
善
処
郷
里
、
並
哲
配

羅
夫
人
孝
姑
敬
夫
、
躬
率
子
婦
修
内
職
、
仲
嗣
兪
臣
、
隠
居
侍
奉
、
見
義

必
為
、

一
室
、
所
以
著
令
聞
於
桑
梓
者
甚
備
、
雲
渠
者
、
即
能
作
擘

窠
書
之
童
子
也
、
入
詞
林
、
改
官
内
閣
、
日
習
院
体
書
、
書
未
能
進
於
古
、

余
甚
惜
之
、
又
数
年
、
哲
孫
寿
蘅
為
庶
常
、
余
為
教
習
師
、
其
作
官
韻
賦

甚
敏
捷
、
議
論
通
達
朗
弁
、
侃
侃
有
条
理
、
以
廷
試
高
等
、
由
編
修
擢
宮

允
、
典
試
西
川
、
咸
豊
壬
子
、
余
奉
命
督
蜀
学
、
寿
蘅
亦
視
学
山
左
、
同

門
餞
両
人
於
謝
公
祠
、
諄
挙
而
別
、
蓋
尊
庭
種
徳
之
厚
、
食
報
之
栄
、
及

与
余
通
家
交
契
、
次
第
嬋
嫣
、
畳
矩
重
規
、
若
有
固
結
而
不
可
解
者
如
此
、

余
既
以
言
事
謫
官
、
蕭
散
游
恣
、
今
暫
入
春
明
、
觚
棱
在
望
、
未
獲
重
与

国
論
、
寿
蘅
已
歴
践
華
資
、
以
閣
学
摂
少
司
馬
、
派
修
玉
牒
、
声
光
炳
然
、

誉
望
日
起
、
余
自
分
投
閑
、
喜
後
賢
能
自
樹
立
、
造
詣
遠
大
、
為
朝
廷
慶
、

不
独
為
尊
庭
慶
也
、
今
夏
四
月
、
寿
蘅
為
其
祖
父
母
挙
八
十
之
觴
、
郷
之

人
咸
詠
歌
之
、
属
余
一
言
為
叙
、
辞
之
曰
、
不
為
介
嘏
之
文
久
矣
、
継
而

思
余
与
先
生
以
論
書
訂
交
、
年
世
誼
雅
、
皆
其
後
焉
、
顧
不
相
見
者
、
忽

忽
三
十
餘
寒
暑
、
麝
煤
鼠
尾
、
彼
此
進
境
何
似
、
古
来
能
書
者
多
享
大
年
、

余
亦
瞚
届
六
十
矣
、
即
日
帰
隠
湘
山
、
扶
杖
過
従
、
益
相
与
抵
掌
古
今
書

勢
、
真
硯
不
毀
、
真
手
不
壊
、
其
為
愷
康
怡
豫
、
蓋
未
有
竟
也
、
若
夫
綰

綽
麇
寿
之
詞
、
所
以
于
喁
偕
老
之
福
者
、
有
諸
君
子
鴻
筆
雅
才
在
、
知
非

先
生
所
願
聞
於
余
也

「
八
十
双
寿
叙
」
は
、
徐
笏
亭
と
そ
の
妻
で
あ
る
羅
氏
が
と
も
に
八
〇
歳
を

迎
え
た
「
双
寿
」
を
祝
賀
す
る
に
あ
た
り
、
何
紹
基
が
、
自
身
と
徐
氏
一
族
と

の
交
流
を
回
顧
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
羅
太
夫
人
」

こ
そ
が
、《
鳳
誥
対
聯
》
の
上
款
に
記
さ
れ
た
贈
り
先
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、「
八
十
双
寿
叙
」
に
は
、「
今
夏
四
月
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
、
年
号
に

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
湖
南
出
身
の
官
僚
で
あ
っ
た
李
寿
蓉
（
一
八

二
五
～
一
八
九
五
）
が
、
同
じ
く
徐
笏
亭
・
羅
氏
夫
婦
の
八
〇
歳
を
祝
賀
し
て

記
し
た
「
寿
徐
笏
亭
先
生
八
十
双
寿
（
３
）」
と
い
う
一
文
を
見
る
と
、

天
子
在
位
七
載
、
歳
丁
巳
…
…
夏
四
月
乙
巳
、
伯
澄
南
郷
奉
卮
酒
為
大
父

母
寿

天
子
位
に
在
る
こ
と
七
載
、
歳
丁
巳
…
…
夏
四
月
乙
巳
、
伯
澄
南
郷
し
て

卮
酒
を
奉
じ
大
父
母
の
寿
を
為
す
。

と
あ
り
、
こ
の
慶
事
が
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
に
徐
樹
銘
（
後
述
）
に
よ
っ

て
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
４
）。《

鳳
誥
対
聯
》
が
、
間
違
い
な
く
こ
れ

ら
の
記
事
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
羅
太
夫
人
」
の
八
〇
歳
の
祝
賀
に
揮
毫
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
作
の
制
作
年
は
、
お
の
ず
と
咸
豊
七
年
、
何
紹

基
数
え
で
五
九
歳
の
時
と
な
る
。
こ
の
点
、
何
紹
基
自
身
も
「
八
十
双
寿
叙
」

に
お
い
て
、

余
亦
瞚
届
六
十
矣

余
も
亦
た
瞚
に
六
十
に
届
か
ん
と
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
何
紹
基
と
徐
氏
一
族
と
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
《
鳳
誥
対
聯
》
は
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下

で
は
、
お
も
に
「
八
十
双
寿
叙
」
の
内
容
か
ら
そ
の
点
を
追
い
、
あ
わ
せ
て
作

品
に
見
え
る
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
。

ま
ず
、「
八
十
双
寿
叙
」
の
主
人
公
で
あ
る
徐
笏
亭
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
徐

国
搢
の
こ
と
で
あ
る
。
徐
国
搢
（
５
）（

一
七
七
八
～
一
八
六
三
）
は
、
字
を
子
覲
、

号
を
笏
亭
、
別
号
を
緑
蔭
居
士
、
室
名
を
緑
蔭
草
堂
・
梅
花
書
屋
と
い
い
、
湖

南
長
沙
の
人
。
蔵
書
に
富
み
、
書
を
善
く
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
夫
人
が
「
哲

配
羅
夫
人
」
す
な
わ
ち
羅
氏
で
あ
っ
た
。
何
紹
基
と
徐
国
搢
の
出
会
い
は
、

余
昔
応
南
闈
試
、
旅
寓
長
沙

余
、
昔
南
闈
の
試
に
応
じ
、
長
沙
に
旅
寓
せ
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
何
紹
基
が
湖
南
の
郷
試
に
応
じ
た
道
光
元
年
（
一
八
二
一
）

の
こ
と
（
６
）で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
後
の
交
流
は
、

年
世
誼
雅
、
皆
其
後
焉
、
顧
不
相
見
者
、
忽
忽
三
十
餘
寒
暑

年
世
の
誼
雅
は
、
皆
な
其
の
後
な
り
。
相
い
見
え
ざ
る
を
顧
れ
ば
、
忽
忽

と
し
て
三
十
餘
寒
暑
た
り
。

と
、
徐
国
搢
自
身
と
で
は
な
く
、
そ
の
後
裔
た
ち
と
で
あ
り
、
徐
国
搢
と
は
そ

の
後
三
〇
年
あ
ま
り
出
会
っ
て
い
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
で
は
、
何
紹
基
が

実
際
に
交
流
し
て
い
た
人
物
は
誰
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。「
八
十
双
寿
叙
」
で
は
、

徐
国
搢
と
の
邂
逅
の
席
で
、
当
時
十
五
、
六
歳
の
少
年
が
大
字
を
揮
毫
す
る
の

を
目
に
し
た
こ
と
に
触
れ
る
が
、
こ
の
少
年
が
、
後
段
で
「
雲
渠
は
、
即
ち
能

く
擘
窠
の
書
を
作
す
の
童
子
な
り
」
と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
徐
棻
で
あ
っ
た
。

徐
棻
（
７
）（
一
八
一
一
～
一
八
九
六
）
は
、
字
を
芸
渠
（「
八
十
双
寿
叙
」
は
雲
渠

と
す
る
）、
号
を
養
性
居
士
・
養
心
居
士
と
い
い
、
徐
国
搢
の
第
四
子
。
こ
の

徐
棻
と
何
紹
基
と
は
後
年
、

乙
未
…
…
雲
渠
旋
雋
秋
試
、
又
与
余
為
同
年

乙
未
…
…
雲
渠
は
秋
試
に
旋
雋
し
、
又
た
余
と
同
年
と
為
る
。

と
、
道
光
十
五
年
（
一
八
三
五
）
に
と
も
に
郷
試
に
合
格
し
て
挙
人
と
な
り
（
８
）、

さ
ら
に
時
を
経
て
、

同
官
京
師
、
朝
夕
諧
際

官
を
京
師
に
同
じ
く
し
、
朝
夕
諧
際
す
。

と
、
科
挙
及
第
後
に
京
師
で
「
同
官
」
と
し
て
日
々
交
流
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
同
官
」
と
は
、
何
紹
基
が
翰
林
院
編
修
で
あ
っ
た
時
期
（
９
）と
重
な
る
、
徐
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棻
が
翰
林
院
庶
吉
士
を
授
か
っ
た
道
光
二
一
年
（
一
八
四
一
）
以
降
の
頃）
（1
（

と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
何
紹
基
と
徐
氏
一
族
の
交
流
は
、
実
質
的
に
は
何
紹
基
と

徐
棻
の
官
界
で
の
関
係
を
中
心
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、《
鳳
誥

対
聯
》
の
上
款
に
「
恭
祝
誥
封
夫
人
舒
母
羅
太
夫
人
八
秩
栄
慶
」
と
記
す
よ
う
に
、

「
舒
母
」
や
「
太
夫
人
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
、
徐
棻
の
母
親
を
祝
賀
す
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
作
品
の
上
款
に
「
誥
封
夫
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
触
れ
る
。
誥

封
と
は
、
文
武
官
僚
の
配
偶
者
や
父
母
・
祖
父
母
な
ど
親
族
に
官
職
や
称
号
を

恩
典
と
し
て
与
え
る
こ
と
で
、
五
品
官
以
上
の
官
僚
を
対
象
に
し
た
も
の
は
、

誥
命
に
よ
っ
て
親
族
を
封
じ
る
こ
と
か
ら
、
誥
封
と
称
さ
れ
る）
（（
（

。
そ
し
て
「
誥

封
夫
人
」
は
、
一
品
の
誥
命
を
授
か
っ
た
婦
人
の
称
号
で
あ
る
。
そ
こ
で
曾
熙
（
一

八
六
一
～
一
九
三
〇
）
が
記
し
た
「
光
禄
大
夫
漁
臣
徐
公
家
伝
」（『
春
在
堂
襍

文
三
編
』
巻
二
）
と
い
う
一
文
を
見
る
と
、

公
諱
夔
、
字
兪
臣
、
別
字
漁
臣
、
姓
徐
氏
…
…
曾
祖
諱
雲
上
、
妣
何
、
祖

諱
光
楚
、
妣
羅
、
考
諱
国
搢
、
妣
羅
、
以
公
長
子
樹
銘
官
、
曾
祖
考
妣
贈

二
品
、
自
祖
考
妣
至
於
公
与
夫
人
贈
封
皆
一
品）
（1
（

公
諱
は
夔
、
字
は
兪
臣
、
別
字
は
漁
臣
、
姓
は
徐
氏
…
…
曾
祖
諱
は
雲
上
、

妣
は
何
、
祖
諱
は
光
楚
、
妣
は
羅
、
考
諱
は
国
搢
、
妣
は
羅
、
公
の
長
子

樹
銘
の
官
を
以
て
、
曾
祖
考
妣
は
二
品
を
贈
さ
れ
、
祖
考
妣
自
り
公
と
夫

人
と
に
至
る
ま
で
は
、
贈
封
さ
る
る
こ
と
皆
な
一
品
。

と
あ
り
、
徐
棻
の
兄
で
あ
る
徐
夔
（
一
八
〇
三
～
一
八
七
九
）
の
長
子
、
す
な

わ
ち
徐
国
搢
・
羅
氏
夫
婦
の
孫
の
徐
樹
銘
の
官
に
よ
っ
て
一
品
を
贈
封
さ
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る）
（1
（

。
こ
の
徐
樹
銘）
（1
（

（
一
八
二
四
～
一
九
〇
〇
）
は
、
字
を
伯
澂

（
伯
澄
）・
寿
蘅
と
い
い
、
道
光
二
七
年
（
一
八
四
三
）
の
進
士
。
中
央
の
重
職

を
歴
任
し
、
官
は
最
終
的
に
工
部
尚
書
に
ま
で
至
っ
た
が
、「
八
十
双
寿
叙
」

に
「
閣
学
を
以
て
少
司
馬
を
摂
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
咸
豊
五
年
（
一
八
五
五
）

よ
り
「
双
寿
」
を
祝
賀
し
た
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
四
月
の
時
点
で
は
、
内

閣
学
士
兼
兵
部
右
侍
郎
を
授
か
っ
て
い
た）
（1
（

。
誥
封
に
関
し
て
は
、
徐
樹
銘
自
身

の
墓
誌
銘
で
あ
る
「
清
故
誥
授
光
禄
大
夫
工
部
尚
書
徐
公
墓
誌
銘
」（『
澂
園
遺

集
』
巻
首
）
に
も
、

公
曾
祖
光
楚
、
祖
国
搢
、
父
夔
、
皆
積
徳
累
仁
、
隠
居
不
仕
、
以
公
貴
封

贈
一
品

公
の
曾
祖
の
光
楚
、
祖
の
国
搢
、
父
の
夔
は
、
皆
な
徳
を
積
み
仁
を
累
ね
、

隠
居
し
て
仕
え
ず
。
公
の
貴
を
以
て
一
品
を
封
贈
さ
る
。

と
見
え
る
。
ち
な
み
に
、
李
寿
蓉
の
「
寿
徐
笏
亭
先
生
八
十
双
寿
」
で
は
、
父

の
徐
夔
（
字
兪
臣
）
の
こ
と
を
、

長
孫
伯
澄
為
兪
臣
光
禄
子

長
孫
の
伯
澄
は
兪
臣
光
禄
の
子
為
り
。

と
、「
兪
臣
光
禄
」
と
表
現
し
、
曾
熙
も
徐
夔
の
伝
に
「
光
禄
大
夫
漁
臣
徐
公

家
伝
」
と
題
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
「
光
禄
」
あ
る
い
は
「
光
禄
大
夫
」
と
は
、

誥
封
一
品
の
恩
典
と
し
て
与
え
ら
れ
た
官
職
名
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
徐
国

搢
・
羅
氏
夫
婦
は
、
孫
の
徐
樹
銘
に
よ
っ
て
恩
典
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

が
、「
寿
徐
笏
亭
先
生
八
十
双
寿
」
に
は
誥
封
の
件
以
外
に
も
、
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天
子
在
位
七
載
、
歳
丁
巳
先
一
歳
十
一
月
、
吾
郷
伯
澄
閣
部
、
奉
天
子
命

佐
修
玉
牒
、
召
見
殿
廷
、
垂
問
家
世
、
伯
澄
具
対
、
臣
祖
父
母
明
年
年
八
十
、

臣
父
五
十
有
五
、
奉
祖
父
母
林
下
、
天
顔
怡
然
、
帰
述
同
列
、
人
人
栄
之

天
子
在
位
の
七
載
、
歳
丁
巳
の
先
一
歳
の
十
一
月
、
吾
が
郷
の
伯
澄
閣
部
、

天
子
の
命
を
奉
じ
て
玉
牒
を
佐
修
す
。
殿
廷
に
召
見
さ
れ
、
家
世
を
垂
問

さ
る
。
伯
澄
具
さ
に
対
え
ら
く
、
臣
の
祖
父
母
、
明
年
年
八
十
、
臣
の
父
、

五
十
有
五
、
祖
父
母
を
林
下
に
奉
ぜ
ん
と
す
、
と
。
天
顔
怡
然
た
り
。
帰

り
て
同
列
に
述
ぶ
。
人
人
之
を
栄
と
す
。

と
、
徐
樹
銘
が
咸
豊
六
年
（
一
八
五
六
）、
皇
族
の
族
譜
で
あ
る
玉
牒
の
編
纂

に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
咸
豊
帝
に
召
見
さ
れ
、
直
々
の
垂
問
に
、
祖
父
母
が

と
も
に
八
〇
歳
を
迎
え
る
旨
を
答
え
、
咸
豊
帝
を
喜
ば
せ
る
と
い
う
栄
誉
に
浴

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
件
に
関
し
て
は
、
何
紹
基
も
「
八
十
双
寿
叙
」
で
、

寿
蘅
已
歴
践
華
資
、
以
閣
学
摂
少
司
馬
、
派
修
玉
牒
、
声
光
炳
然
、
誉
望

日
起

寿
蘅
、
已
に
華
資
を
歴
践
し
、
閣
学
を
以
て
少
司
馬
を
摂
し
、
玉
牒
を
派

修
す
。
声
光
炳
然
た
り
て
、
誉
望
日
に
起
く
。

と
、
徐
樹
銘
の
華
々
し
い
近
況
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
何
紹
基
は
徐
樹
銘
と

の
関
係
に
つ
い
て
、

哲
孫
寿
蘅
為
庶
常
、
余
為
教
習
師
、
其
作
官
韻
賦
甚
敏
捷
、
議
論
通
達
朗

弁
、
侃
侃
有
条
理
、
以
廷
試
高
等
、
由
編
修
擢
官
允
、
典
試
西
川
、
咸
豊

壬
子
、
余
奉
命
督
蜀
学
、
寿
蘅
亦
視
学
山
左

哲
孫
寿
蘅
、
庶
常
と
為
り
、
余
は
教
習
の
師
と
為
る
。
其
の
官
韻
の
賦
を

作
る
こ
と
甚
だ
敏
捷
、
議
論
通
達
は
朗
弁
、
侃
侃
と
し
て
条
理
有
り
。
廷

試
高
等
を
以
て
、
編
修
由
り
官
允
に
擢
さ
れ
、
試
を
西
川
に
典
す
、
咸
豊

壬
子
、
余
、
命
を
奉
じ
て
蜀
学
を
督
し
、
寿
蘅
も
亦
た
山
左
に
視
学
た
り
。

と
、
道
光
二
七
年
（
一
八
四
七
）、
徐
樹
銘
が
進
士
に
登
第
し
て
翰
林
院
庶
吉

士
と
な
っ
た）
（1
（

と
き
、
翰
林
院
編
修
で
あ
っ
た
何
紹
基
が
指
導
係
で
あ
る
教
習
に

就
い
た
こ
と
、
咸
豊
二
年
（
一
八
五
二
）、
何
紹
基
が
四
川
学
政
に
赴
任
し
た）
（1
（

と
き
、
徐
樹
銘
も
山
東
学
政
に
赴
任
し
た）
（1
（

こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
八

十
双
寿
叙
」
が
記
す
徐
氏
一
族
と
の
交
流
は
、
何
紹
基
本
人
以
外
に
も
、

哲
嗣
雲
渠
以
優
行
貢
成
均
、
吾
弟
子
敬
挙
郷
試
、
為
同
年

哲
嗣
雲
渠
、
優
行
を
以
て
成
均
に
貢
し
、
吾
が
弟
の
子
敬
は
郷
試
に
挙
げ

ら
れ
、
同
年
と
為
る

と
、
道
光
一
四
年
（
一
八
三
四
）、
徐
棻
が
貢
生
の
一
つ
で
あ
る
優
貢
に
選
ば

れ
）
11
（

て
国
子
監
に
入
っ
た
同
じ
年
に
、
何
紹
基
の
弟
の
何
紹
祺
（
一
八
〇
一
～
一

八
六
八
・
字
子
敬
）
が
郷
試
に
合
格
し
た
こ
と
、
ま
た
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、

先
生
女
夫
張
雨
農
捷
礼
闈
、
雲
渠
考
取
官
学
教
習
、
皆
出
先
文
安
公
門
下

先
生
の
女
夫
の
張
雨
農
礼
闈
に
捷
し
、
雲
渠
は
官
学
教
習
に
考
取
さ
る
。

皆
な
先
の
文
安
公
の
門
下
よ
り
出
ず
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と
、
徐
国
搢
の
娘
婿
の
張
雨
農
（
未
詳
）
と
徐
棻
が
と
も
に
何
紹
基
の
父
で
あ

る
何
凌
漢
（
一
七
七
二
～
一
八
四
〇
・
謚
文
安
）
の
門
下
生
で
あ
っ
た
こ
と
に

ま
で
及
ん
で
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
《
鳳
誥
対
聯
》
は
、

与
余
通
家
交
契
、
次
第
嬋
嫣
、
畳
矩
重
規
、
若
有
固
結
而
不
可
解
者
如
此

余
と
の
通
家
交
契
は
、
次
第
嬋
嫣
し
、
畳
矩
重
規
た
り
て
、
固
く
結
し
て

解
く
可
か
ら
ざ
る
者
有
る
が
若
き
こ
と
此
の
如
し
。

と
、
何
紹
基
と
徐
氏
一
族
三
代
に
わ
た
る
交
流
を
背
景
に
し
て
制
作
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
な
お
、「
双
寿
」
の
祝
賀
で
あ
る
以
上
、
何
紹
基
と
直
接
接
触
の
あ
っ

た
徐
国
搢
に
宛
て
た
作
品
も
当
然
制
作
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

第
二
章　

作
品
の
書
風

次
に
、《
鳳
誥
対
聯
》
の
書
風
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
作
は
、
向
勢
の
結

体
を
基
調
と
し
た
顔
真
卿
書
法
の
影
響
色
濃
い
楷
書
作
品
で
あ
る
。
各
字
の
結

体
は
、
明
ら
か
に
顔
法
の
そ
れ
で
、
例
え
ば
「
寿
」【
図
４
】
の
、
横
画
に
比

し
て
縦
画
を
太
く
し
、
横
画
の
収
筆
に
強
く
筆
圧
を
か
け
て
右
斜
め
下
の
方
向

に
押
さ
え
込
む
姿
は
、《
多
宝
塔
碑
》
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
何
紹
基
が
幼
少
期

よ
り
、
父
で
あ
る
何
凌
漢
の
薫
陶
を
受
け
、
顔
真
卿
を
温
習
し
た
こ
と
は
夙
に

知
ら
れ
て
い
る
が
、
自
ら

少
壮
時
、
喜
臨
坐
位
帖
、
廷
対
策
亦
以
顔
法
書
之
（『
東
洲
草
堂
文
鈔
』

巻
一
一
題
跋
「
書
旧
臨
争
坐
位
帖
後
」）

少
壮
の
時
、
坐
位
帖
を
臨
す
る
を
喜
び
、
廷
の
対
策
も
亦
た
顔
法
を
以
て

之
を
書
す
。

と
い
う
よ
う
に
、
科
挙
に
挑
ん
で
い
た
頃
は
、
も
っ
ぱ
ら
顔
法
に
よ
っ
て
揮
毫

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
館
蔵
何
紹
基
作
品
の
う
ち
か
ら
比
較
的
若

い
頃
に
揮
毫
し
た
と
考
え
ら
れ
る
楷
書
作
品
を
選
び
、《
鳳
誥
対
聯
》
と
比
較

し
て
み
る
。

作
品
情
報）
1（
（

資
料
番
号
：
4
A
─
0
3
8
3

資
料
名
：
楷
書
八
言
対
聯
（
本
論
で
は
《
典
冊
対
聯
》
と
称
す
る
）

形
状
：
対
聯

材
質
：
紙
本

本
紙
法
量
：
各
三
二
五
・
〇
×
五
七
・
八
㎝

釈
文■

本
紙
【
図
５
】

・
本
文

【図4】《鳳誥対聯》「寿」字
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典
冊
法
書
衆
英
聚
集

　

紫
芝
朱
草
太
平
機
関

・
下
款

　

道
州
子
貞
何
紹
基

・
印
記

　
「
臣
紹
基
印
」（
白
文
）

　
「
子
貞
」（
朱
文
）

本
作
は
、
純
然
た
る
顔
法
書
風
の
大
作
で
、「
冊
」【
図
６
】
な
ど
に
見
え
る

向
か
い
合
う
線
が
外
に
ふ
く
ら
む
向
勢
の
結
体
、
蔵
鋒
に
よ
る
丸
み
を
帯
び
た

起
筆
と
、「
法
」「
朱
」「
太
」【
図
７
】
の
筆
先
を
割
る
よ
う
に
払
う
終
筆
と
い
っ
た
、

【図６】《典冊対聯》「冊」字

【図７】《典冊対聯》「太」字

【図5】何紹基《典冊対聯》
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顔
法
楷
書
の
特
徴
で
あ
る
「
蚕
頭
燕
尾
」
の
筆
法
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
し

て
本
作
と
同
じ
内
容
・
書
風
の
作
品
が
湖
南
省
博
物
館
に
も
二
件
収
蔵
さ
れ
て

お
り）
11
（

、
未
公
開
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
一
件
は
道
光
二
〇
年
（
一
八
四
〇
）
に
制

作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う）
11
（

。
も
し
、
館
蔵
の
《
典
冊
対
聯
》
が
同
じ
時

期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
何
紹
基
数
え
で
四
二
歳
、
翰
林
院
編
修

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
頃
と
な
る）
11
（

。
何
紹
基
は
道
光
一
六
年
（
一
八
三
六
）
に
三

八
歳
で
進
士
に
及
第
す
る
と
、
教
習
で
あ
り
、「
南
北
書
派
論
」「
北
碑
南
帖
論
」

の
提
唱
者
あ
っ
た
阮
元
（
一
七
六
四
～
一
八
四
九
）
の
影
響
か
ら
、
北
朝
の
金

石
文
す
な
わ
ち
北
碑
の
書
と
、
そ
の
系
統
を
継
ぐ
北
派
の
書
に
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た）
11
（

が
、《
典
冊
対
聯
》
な
ど
を
見
る
限
り
、
そ
の
影
響
は
現
れ
て
お

ら
ず
、
四
〇
代
の
こ
の
時
期
は
ま
だ
純
然
た
る
顔
法
書
風
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
書
風
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
北
碑
・
北

派
の
書
を
学
ん
で
そ
の
要
素
を
融
合
し
、
特
に
懸
臂
回
腕
の
筆
法
を
身
に
付
け

て
か
ら
で
あ
る
。
何
紹
基
は
道
光
二
七
年
（
一
八
四
七
）、

従
未
臨
道
因
碑
、
冬
間
忽
発
此
興
、
每
日
晨
起
臨
十
紙
、
得
百
八
十
字
、

汗
流
肱
背
矣
、
真
消
寒
妙
法
也
（「
致
李
仲
雲
信
」
湖
南
省
博
物
館
藏
）

従
り
て
未
だ
道
因
碑
を
臨
せ
ざ
る
も
、
冬
間
忽
に
此
の
興
を
発
し
、
每
日

晨
起
し
て
十
紙
を
臨
し
、
百
八
十
字
を
得
た
り
。
汗
肱
背
に
流
れ
、
真
に

消
寒
の
妙
法
な
り
。

と
、
四
九
歳
で
北
派
に
属
す
る
唐
・
欧
陽
通
「
道
因
法
師
碑
」
を
習
い
始
め
た
。

ま
た
、
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
に
自
身
が
所
有
す
る
「
張
黒
女
墓
誌
」
に
跋

し
て
、

余
既
性
嗜
北
碑
、
故
摹
仿
甚
勤
、
而
購
蔵
亦
富
、
化
篆
分
入
楷
、
遂
爾
無

種
不
妙
、
無
妙
不
臻
、
然
遒
厚
精
古
、
未
有
可
比
肩
黒
女
者
、
每
一
臨
写
、

必
回
腕
高
懸
、
通
身
力
到
、
方
能
成
字
、
約
不
及
半
、
汗
浹
衣
襦
矣
（『
東

洲
草
堂
金
石
録
』
巻
四
「
跋
魏
張
黒
女
墓
誌
拓
本
」）

余
、
既
に
性
北
碑
嗜
む
。
故
に
摹
仿
甚
だ
勤
め
、
而
し
て
購
蔵
も
亦
た
富

め
り
。
篆
分
を
化
し
て
楷
に
入
れ
、
遂
爾
に
種
と
し
て
妙
な
ら
ざ
る
無

く
、
妙
と
し
て
臻
ら
ざ
る
無
し
。
然
れ
ど
も
遒
厚
精
古
な
る
は
、
未
だ
黒

女
に
比
肩
す
可
き
者
有
ら
ず
。
一
た
び
臨
写
す
る
毎
に
、
必
ず
回
腕
高
懸

し
、
通
身
の
力
到
り
て
、
方
て
能
く
字
を
成
す
。
約
ぼ
半
ば
に
及
ば
ず
し

て
、
汗
衣
襦
を
浹
す
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、「
張
黒
女
墓
誌
」
を
は
じ
め
と
す
る
北
碑
の
臨
書
に
際
し

て
は
、
必
ず
懸
臂
回
腕
法
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
《
鳳
誥

対
聯
》
が
咸
豊
七
年
、
五
九
歳
の
作
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
書
風
の
変

化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
《
典
冊
対
聯
》
と
《
鳳
誥
対

聯
》
の
筆
線
を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
、
終
始
太
く
重
厚
で
あ
る
が
、
後
者
に

は
処
々
に
細
く
引
き
締
ま
っ
た
線
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
北
碑
・
北

派
の
書
、
特
に
欧
陽
通
の
「
道
因
法
師
碑
」
を
学
ん
で
そ
の
筆
法
を
融
合
し

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
者
の
「
門
」【
図
８
・
９
】
を
比
較
す
る

と
、
前
者
の
第
六
画
目
の
縦
画
は
速
度
あ
る
ス
ム
ー
ズ
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る

が
、
後
者
の
そ
れ
は
、
運
筆
に
や
や
渋
滞
が
あ
り
、
筆
線
が
内
側
に
巻
き
込

み
気
味
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、「
膺
」【
図
10
】
や
「
精
」

【
図
11
】
の
「
月
」
部
分
の
右
縦
画
、「
神
」【
図
12
】
の
第
九
画
目
の
縦
画
な

ど
に
も
み
ら
れ
、
さ
ら
に
「
鳩
」【
図
13
】
の
「
鳥
」
の
第
九
画
目
転
折
部
分

に
い
た
っ
て
は
、
運
筆
に
難
渋
し
て
細
か
く
震
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
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る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
肘
を
高
く
挙
げ
て
手
首
を
内
側
に
抱
え
る
よ
う
に

し
て
筆
を
持
つ
懸
臂
回
腕
の
筆
法
の
影
響
と
思
わ
れ
る）
11
（

。《
典
冊
対
聯
》
と
《
鳳

誥
対
聯
》
と
は
、
同
じ
顔
法
の
結
体
を
と
る
楷
書
作
品
で
あ
っ
て
も
、
顔
法
一

辺
倒
で
あ
っ
た
四
〇
代
と
、
北
碑
・
北
派
の
書
を
学
び
、
懸
臂
回
腕
の
筆
法
を

用
い
た
五
〇
代
以
降
と
で
は
、
書
風
に
異
な
っ
た
特
徴
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　

作
品
の
旧
蔵
者

《
鳳
誥
対
聯
》
に
は
、
題
簽
【
図
14
】
が
付
さ
れ
て
お
り
、「
瓶
斎
秘
笈
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
紙
に
は
、「
茶
陵
譚
光
鑑
蔵
書
画
記
」【
図
15
】
と
い

う
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
、
本
作
の
旧
蔵
者
を
探
る
と
、
ま

ず
「
瓶
齋
」
と
は
、
譚
沢
闓
で
あ
る
。
譚
沢
闓）
11
（

（
一
八
八
九
～
一
九
四
七
）
は
、

字
を
祖
同
、
号
を
瓶
齋
、
室
名
を
止
義
齋
と
い
い
、
湖
南
茶
陵
の
人
。
兄
で
あ

り
、
民
国
期
の
政
治
家
で
あ
っ
た
譚
延
闓
（
一
八
八
〇
～
一
九
三
〇
）
と
と
も

に
書
で
知
ら
れ
た
。
そ
の
書
は
、
翁
同
龢
（
一
八
三
〇
～
一
九
〇
四
）・
何
紹

【図15】「茶陵譚光鑑蔵書画記」
（22×23㎜）

【図14】何紹基《鳳誥対聯》題簽

【図12】《鳳誥対聯》「神」字

【図13】《鳳誥対聯》「鳩」字

【図10】《鳳誥対聯》「膺」字

【図11】《鳳誥対聯》「精」字

【図８】《典冊対聯》「関」字

【図９】《鳳誥対聯》「門」字
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基
の
学
習
を
経
て
、
顔
真
卿
に
至
ろ
う
と
し
た
も
の
で
、
何
紹
基
に
関
し
て

は
、
収
蔵
に
も
富
ん
だ
と
い
う
。
題
簽
か
ら
は
、《
鳳
誥
対
聯
》
が
譚
沢
闓
の

旧
蔵
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
彼
が
題
簽
で
「
晩
年
精
品
」

と
評
し
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
譚
沢
闓
が
《
鳳
誥
対
聯
》
の
制
作
背
景

を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
七
五
歳
ま
で
生
き
た
何
紹
基
の
五
九
歳
の
作
品
を

「
晩
年
」
と
評
す
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
不
自
然
な
よ
う
に
も
感
じ
る
。
と
す
れ

ば
、
や
は
り
そ
の
書
風
か
ら
お
お
ま
か
に
「
晩
年
」
と
判
断
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
既
述
の
よ
う
に
、
比
較
的
若
い
時
期
で
あ
る
四
〇
代
の
何
紹
基
楷
書
は
、

純
然
た
る
顔
法
書
風
で
あ
っ
た
が
、《
鳳
誥
対
聯
》
に
は
五
〇
代
以
降
の
書
風

の
要
素
が
見
え
て
い
る
。
何
紹
基
を
学
ん
だ
譚
沢
闓
の
目
か
ら
す
れ
ば
《
鳳
誥

対
聯
》
は
「
晩
年
」
作
に
映
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
重
要
な

の
は
、
譚
沢
闓
が
《
鳳
誥
対
聯
》
を
若
年
期
の
作
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

次
に
、「
茶
陵
譚
光
鑑
蔵
書
画
記
」
印
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
譚
光
の
鑑
蔵
印

で
あ
る
。
譚
光）
11
（

（
一
九
〇
二
～
一
九
七
七
）
は
、
字
を
仲
輝
と
い
い
、
譚
沢
闓
・

譚
延
闓
の
甥
で
あ
る
。
復
旦
大
学
を
卒
業
後
、
民
国
政
府
に
出
仕
し
、
孔
祥
熙
（
一

八
八
〇
～
一
九
六
七
）
の
秘
書
で
も
あ
っ
た
。
解
放
後
は
貿
易
会
社
に
勤
め
た
。

《
鳳
誥
対
聯
》
に
譚
沢
闓
の
旧
蔵
を
示
す
題
簽
と
と
も
に
、
譚
光
の
鑑
蔵
印
が

捺
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
お
じ
で
あ
る
譚
沢
闓
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
譚
光
が
引

き
継
い
だ
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

結
語

本
論
で
は
、
何
紹
基
作
《
鳳
誥
対
聯
》
の
制
作
背
景
を
、
彼
の
「
八
十
双
寿

叙
」
等
の
記
事
を
参
照
し
て
辿
り
、
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）、
何
紹
基
数
え

で
五
九
歳
の
と
き
の
作
と
結
論
付
け
た
。
ま
た
、
顔
法
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
い

た
四
〇
代
前
半
の
作
例
で
あ
る
《
典
冊
対
聯
》
と
比
較
し
た
結
果
、
北
碑
・
北

派
の
書
の
学
習
と
、
懸
臂
回
腕
の
筆
法
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
、
本
作
が
譚
沢
闓
と
譚
光
の
旧
蔵
を
経
て
、
観
峰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
っ

た
こ
と
も
確
認
し
た
。

最
後
に
、《
鳳
誥
対
聯
》
制
作
時
に
何
紹
基
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
、

彼
の
心
情
を
推
し
量
っ
て
結
び
と
す
る
。
咸
豊
五
年
（
一
八
五
五
）、
五
七
歳

の
何
紹
基
は
、
同
年
四
月
の
上
奏
文
の
内
容
を
咎
め
ら
れ
て
罷
免
と
な
り
、
官

界
を
去
っ
た
。
そ
の
後
西
安
・
江
蘇
な
ど
に
遊
び
、
咸
豊
六
年
（
一
八
五
六
）、

山
東
の
済
南
に
て
濼
源
書
院
の
主
講
と
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
咸
豊
七
年
三
月
、

済
南
か
ら
北
京
を
訪
れ
、
半
年
ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
。
徐
樹
銘
が
長
沙
で
徐
国

搢
・
羅
氏
夫
婦
の
八
〇
歳
の
「
双
寿
」
を
祝
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
で

あ
り）
11
（

、
こ
の
間
の
状
況
を
何
紹
基
自
身
は
「
八
十
双
寿
叙
」
で
、

余
既
以
言
事
謫
官
、
蕭
散
游
恣
、
今
暫
入
春
明
、
觚
棱
在
望
、
未
獲
重
与

国
論
、
寿
蘅
已
歴
践
華
資
、
以
閣
学
摂
少
司
馬
、
派
修
玉
牒
、
声
光
炳
然
、

誉
望
日
起

余
既
に
言
事
を
以
て
官
を
謫
さ
れ
、
蕭
散
と
し
て
游
恣
し
、
今
、
暫
く
春

明
に
入
る
。
觚
棱
望
に
有
る
も
、
未
だ
重
ね
て
国
論
に
与
る
を
獲
ず
。
寿

蘅
、
已
に
華
資
を
歴
践
し
、
閣
学
を
以
て
少
司
馬
を
摂
し
、
玉
牒
を
派
修

す
。
声
光
炳
然
た
り
て
、
誉
望
日
に
起
く
。

と
、
官
を
罷
免
さ
れ
、
寂
し
く
各
地
を
歴
遊
し
て
首
都
北
京
に
着
い
た
が
、
も

は
や
政
治
に
参
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
自
分
と
、
か
つ
て
「
同
官
」
で
あ
っ

た
徐
棻
の
甥
・
徐
樹
銘
の
華
々
し
い
経
歴
を
対
比
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

官
を
去
っ
た
後
の
何
紹
基
は
、
や
や
も
す
れ
ば
自
由
気
ま
ま
な
歴
遊
の
人
生
を
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送
っ
た
よ
う
に
評
価
さ
れ
る）
11
（

が
、「
八
十
双
寿
叙
」
か
ら
は
、
忸
怩
た
る
心
情

が
透
け
て
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

雲
渠
者
、
即
能
作
擘
窠
書
之
童
子
也
、
入
詞
林
、
改
官
内
閣
、
日
習
院
体

書
、
書
未
能
進
於
古
、
余
甚
惜
之

雲
渠
は
、
即
ち
能
く
擘
窠
の
書
を
作
す
の
童
子
な
り
。
詞
林
に
入
り
、
官

を
内
閣
に
改
め
ら
れ
、
日
々
院
体
の
書
を
習
い
、
書
未
だ
能
く
古
よ
り
進

ま
ず
。
余
甚
だ
之
を
惜
む
。

と
、
若
年
時
に
大
字
の
揮
毫
で
見
せ
た
書
才
が
進
歩
し
て
い
な
い
徐
棻
の
こ
と

を
遠
慮
な
く
批
判
す
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
も
嫉
妬
に
近
い
感
情
の
裏
返
し
と

見
る
の
は
穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）
観
峰
館
夏
季
企
画
展
『
何
紹
基
―
清
朝
巨
匠
の
書
―
』
令
和
三
年
六
月
二
九
日
（
土
）

～
八
月
二
九
日
（
日
）
開
催
。

（
2
）
咸
豊
八
年
（
一
八
五
八
）、
六
〇
歳
作
の
「
衡
洞
図
」（
５
b
―
１
０
１
５
）
と
、

同
治
三
年
（
一
八
六
四
）、
六
六
歳
作
の
「
蘇
軾
偃
松
屏
賛
并
序
八
屏
」（
４
A
―

０
４
０
５
）。

（
3
）『
李
寿
蓉
集
』
文
存
上
（
岳
麓
書
社　

二
〇
一
一
）
所
収
。

（
4
）『
同
治
長
沙
県
志
』
巻
二
四
人
物
二
に
も
「
徐
国
搢
…
…
咸
豊
七
年
与
其
配
羅
夫
人

年
俱
八
十
祝
寿
者
」
と
あ
る
。

（
5
）
徐
国
搢
に
関
し
て
は
、『
同
治
長
沙
県
志
』、
李
寿
蓉
「
寿
徐
笏
亭
先
生
八
十
双
寿
」、

曾
熙
「
光
禄
大
夫
漁
臣
徐
公
家
伝
」、
尋
霖
・
龔
篤
清
主
編
『
湘
人
著
述
表
（
二
）』

（
湖
南
人
民
出
版
社　

二
〇
一
〇
）
を
参
照
。

（
6
）
以
下
、
何
紹
基
の
動
向
に
関
し
て
は
、『
中
国
書
法
全
集
七
〇　

何
紹
基
』（
栄
宝

齋	

一
九
九
四
）、
浅
見
錦
龍
編
『
何
紹
基
の
書
法
』（
二
玄
社　

一
九
九
五
）
の
年

譜
等
を
参
照
。

（
7
）
徐
棻
に
関
し
て
は
、『
大
清
宣
宗
成
皇
帝
実
録
』、『
同
治
長
沙
県
志
』、
曾
熙
「
光

禄
大
夫
漁
臣
徐
公
家
伝
」、
譚
仲
池
主
編
『
長
沙
通
史
』
近
代
編
（
湖
南
人
民
出
版

社　

二
〇
一
三
）、
趙
禄
祥
主
編
『
中
国
美
術
家
大
辞
典
』（
北
京
出
版
社　

二
〇

〇
七
）
を
参
照
。

（
8
）『
大
清
宣
宗
成
皇
帝
実
録
』
巻
二
七
一
道
光
一
五
年
九
月
二
六
日
条
に
「
諭
內
閣
、

昨
於
正
大
光
明
殿
、
覆
試
本
年
順
天
郷
試
取
中
挙
人
…
…
其
列
入
一
等
之
徐
棻
等

十
一
名
…
…
俱
著
准
其
中
式
挙
人
」
と
あ
り
、
ま
た
『
同
治
長
沙
県
志
』
巻
二
一

選
挙
一
挙
人
に
も
、
道
光
一
五
年
の
恩
科
挙
人
と
し
て
徐
棻
の
名
が
あ
る
。

（
9
）『
大
清
宣
宗
成
皇
帝
実
録
』
お
よ
び
『
大
清
文
宗
顕
皇
帝
実
録
』
か
ら
は
、
少
な
く

と
も
道
光
一
八
年
（
一
八
三
八
）
四
月
二
一
日
か
ら
咸
豊
二
年
（
一
八
五
二
）
八

月
六
日
ま
で
は
、
翰
林
院
編
修
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
10
）『
大
清
宣
宗
成
皇
帝
実
録
』
巻
三
五
二
道
光
二
一
年
五
月
六
日
条
に
「
己
未
、
引
見

新
科
進
士
、
得
旨
…
…
徐
棻
…
…
俱
著
改
為
翰
林
院
庶
吉
士
」
と
あ
る
。

（
11
）
誥
封
に
関
し
て
は
、『
大
清
会
典
』
巻
七
吏
部
封
贈
参
照
。

（
12
）
こ
の
記
事
か
ら
、
徐
国
搢
の
母
も
羅
氏
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、『
同
治
長
沙

県
志
』
巻
二
六
耆
寿
に
「
方
寿
百
歳
、
以
曾
孫
樹
銘
貴
誥
贈
一
品
夫
人
」
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
羅
氏
は
百
歳
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
徐
樹
銘
に
よ
っ
て
一
品
の
誥

命
を
授
か
っ
て
い
る
以
上
、
年
代
的
に
も
「
鳳
誥
対
聯
」
の
贈
り
先
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。

（
13
）『
同
治
長
沙
県
志
』
巻
二
四
人
物
二
に
は
、「
以
子
棻
孫
樹
銘
貴
畳
膺
」
と
あ
り
、

徐
国
搢
・
羅
氏
夫
婦
は
徐
棻
・
徐
樹
銘
の
二
世
代
に
よ
っ
て
誥
命
を
授
か
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
14
）
徐
樹
銘
に
関
し
て
は
、『
清
史
稿
』
巻
四
四
二
徐
樹
銘
伝
、『
同
治
長
沙
県
志
』、「
清

故
誥
授
光
禄
大
夫
工
部
尚
書
徐
公
墓
誌
銘
」、
兪
剣
華
編
『
中
国
美
術
家
人
名
辞
典
』

（
上
海
人
民
美
術
出
版
社　

一
九
八
一
）、
趙
禄
祥
主
編
『
中
国
美
術
家
大
辞
典
』（
北

京
出
版
社　

二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

（
15
）『
大
清
文
宗
顕
皇
帝
実
録
』
巻
一
六
二
咸
豊
五
年
三
月
一
四
日
条
に
「
以
翰
林
院
侍

講
学
士
徐
樹
銘
為
內
閣
学
士
」
と
、
ま
た
同
巻
二
一
四
咸
豊
六
年
一
二
月
四
日
条

に
「
內
閣
学
士
徐
樹
銘
、
署
兵
部
右
侍
郎
」
と
あ
る
。

（
16
）『
同
治
長
沙
県
志
』
巻
二
二
選
挙
二
褒
封
の
「
光
禄
大
夫
」
の
項
に
は
、「
以
孫
樹
銘
貴
」
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と
し
て
徐
国
搢
と
と
も
に
、「
以
子
樹
銘
貴
」
と
し
て
徐
夔
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。

（
17
）『
同
治
長
沙
県
志
』
巻
二
一
選
挙
一
進
士
に
は
、
道
光
二
七
年
の
進
士
と
し
て
徐
樹

銘
の
名
が
挙
が
り
、『
大
清
宣
宗
成
皇
帝
実
録
』
巻
四
四
二
道
光
二
七
年
五
月
五
日

条
に
は
「
引
見
新
科
進
士
、
得
旨
…
…
徐
樹
銘
…
…
俱
著
改
為
翰
林
院
庶
吉
士
」

と
あ
る
。

（
18
）『
大
清
文
宗
顕
皇
帝
実
録
』
巻
六
八
咸
豊
二
年
八
月
六
日
条
に
「
翰
林
院
編
修
何
紹

基
、
提
督
四
川
学
政
」
と
あ
る
。

（
19
）『
大
清
文
宗
顕
皇
帝
実
録
』
巻
六
八
咸
豊
二
年
八
月
六
日
条
に
「
編
修
徐
樹
銘
、
提

督
山
東
学
政
」
と
あ
る
。

（
20
）『
同
治
長
沙
県
志
』
巻
二
二
選
挙
二
優
貢
に
は
、「
道
光
甲
午
年
」（
道
光
一
四
年
）

の
優
貢
と
し
て
徐
樹
銘
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。

（
21
）
本
論
で
は
、
必
要
最
小
限
の
作
品
情
報
の
み
と
す
る
。
よ
り
詳
し
い
情
報
は
、
瀨

川
敬
也
「
実
施
報
告　

観
峰
館
春
季
企
画
展
『
点
は
墜
石
の
ご
と
く
―
顔
真
卿
書

法
と
そ
の
継
承
者
た
ち
―
』
の
概
要
」（『
観
峰
館
紀
要
』
第
一
三
号　

公
益
財
団

法
人
日
本
習
字
教
育
財
団
観
峰
館　

二
〇
一
八
）
を
参
照
。

（
22
）『
産
経
国
際
書
会
特
別
企
画　

中
国
湖
南
省
博
物
館
蔵　

何
紹
基
展
』
図
録
（
産
経

新
聞
社　

二
〇
〇
四
）、
山
西
博
物
院
・
湖
南
省
博
物

編
『
何
紹
基
書
法
芸
術
』

（
山
西
出
版
伝
媒
集
団　

山
西
人
民
出
版
社　

二
〇
一
七
）
参
照
。

（
23
）
盧
莉
「
何
紹
基
書
法
在
碑
学
書
風
発
展
中
的
意
義
」

（https://read01.com
/0aJN

R.htm
l#.Y
bb24EJzyM

8

）

（
24
）
ち
な
み
に
、「
臣
紹
基
印
」
の
鈐
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
へ
の
献
上
用
に
揮
毫

さ
れ
た
も
の
の
可
能
性
が
あ
る
。

（
25
）
こ
の
間
の
何
紹
基
の
動
向
に
関
し
て
は
、
青
木
正
児
「
何
紹
基
の
書
学
」（『
青
木

正
児
全
集
』
第
二
巻
所
収　

春
秋
社　

一
九
七
〇
）
参
照
。

（
26
）
何
紹
基
の
懸
臂
回
腕
に
起
因
す
る
特
徴
に
つ
い
て
は
、『
中
国
書
法
全
集
七
〇　

何

紹
基
』
所
収
の
「
6	

行
書
七
言
聯
」
解
説
参
照
。

（
27
）
譚
沢
闓
に
関
し
て
は
、
趙
禄
祥
主
編
『
中
国
美
術
家
大
辞
典
』、
李
盛
平
主
編
「
中

国
近
現
代
人
名
大
辞
典
」（
中
国
国
際
広
播
出
版
社　

一
九
八
九
）
参
照
。

（
28
）
譚
光
に
関
し
て
は
、
劉
国
銘
主
編
『
中
国
国
民
党
百
年
人
物
全
書
』（
団
結
出
版
社

　

二
〇
〇
五
）、
徐
友
春
主
編
『
民
国
人
物
大
辞
典
』（
河
北
人
民
出
版
社　

二
〇

〇
七
）
参
照
。

（
29
）
し
た
が
っ
て
何
紹
基
は
、
長
沙
で
の
慶
事
に
は
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

恐
ら
く
《
鳳
誥
対
聯
》
は
送
付
し
た
か
、
徐
棻
を
介
し
て
贈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
舒
母
」
や
「
太
夫
人
」
と
、
相
手
方
の
母
親
を
示
す

呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

（
30
）
例
え
ば
、『
中
国
法
書
ガ
イ
ド
57
何
紹
基
集
』（
二
玄
社　

一
九
九
〇
）
の
大
野
修

作
解
説
「
済
南
に
寓
居
し
て
優
游
自
適
の
生
活
に
入
っ
た
」
や
、『
産
経
国
際
書
会

特
別
企
画　

中
国
湖
南
省
博
物
館
蔵　

何
紹
基
展
』
の
福
本
雅
一
「
降
格
を
拒
否

し
て
官
を
棄
て
、
自
由
に
生
き
た
十
八
年
」
な
ど
。


